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仏

ロ

シ

ア

は

方

而

ょ

り

見I

混
純
の
國
で
ぁ
り
謎
の
國
で
ぁ
り
詩
の
國
で
ぁ
り
未
來
を
有

I

國

K-
、r
^
!
.
-
^

プ
&
<'
^

r f
i
释

の

函

民

神

聲

幽

玄

の

大S
然

I

f
に
は
確
に
因
果
の
關
係
、
.必 

_グ
ぐ
：1
1贷
来
も
シ」

パTT

ラ
.イ
ス
す
る
或
收
が
あ
る
の
..で
あ
ら
、フ
。
而
し
て
そ
こ
に
こ
そ
迷
が
、
沖

ぶ

！

昆

讀

る

I

ら3
。
現代
口

_

を
各
方
面
ょ

"
觀
寒
し
て

1

A ?
がち

S
T

に
則

が
ぁ̂

5か
。
古
來
文
學
は
其
時
代
精
神
を
語
る
不
滅
文
で

t

o
眞

實 

/r
t
i
' 

U

B
民
を
知
る
の
捷
卷
其
國
の
文
化
史
を
繙
く
に
如
く
は
な
い
。
，
著
者
は
&
も
知
る
ロ 

シ

ア

人

濩

に

も

！

文
壇
的
寵
兒
で
ぁ
る
。
惱
み

^
き
前
途
を
有I
 ： 
ロ
シ
ア
の
眞
隨
を
把
渥
せ 

ん
|

る
ス
け̂

者
が
眞
_
に
深
ぐ
强
く
自
：己
の
_
術
境
に
生|
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作
せ
る
本
書
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分
業
と
云
ふ
こ
と
は
ア
ダ
ム

‘
ス
ミ
ス
が
特
に
此
の
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問
題
を
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調
し
て
以
來
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濟
學
上
の
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も
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重
：
大

な

る

問

題

の
 

一
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な
り
、近
肋
の

.學

«

は

又

段

：々

此

の_

題
の
意
義
を
押
廣
め
、社
會
の 

發
達
の

一

大
駆
件
ど
し

V

之
を
取
扱
ふ
樣
に
な
つ
た
の
で

*

る
が
、實
に
尤
の

W

で
あ
つ
て
、或 

，'る
：意
哝
に
於
て
は
、社

#

の
發

)1
を

の

も

の

が

，
分|1
の
結
果
で
あ
る
ビ
云
つ
て
宜
し
い
の
で
あ 

ら
-ぅ
o

.

.
而

し

て

此

の

分
*

を
行
ふ
に
欠

•く
：可
ら
ざ
る

I

っ
の
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要
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は
堪
占
で
あ
る
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占
が
行
は
れ 

，
第

十

六

卷

(

七
四
一

)

.識
魏
：
分

_
式

縣

占

•::;

「

:

第
六
璘

 

一



'
第
十
六
怨

(

七四ニ

)

論
說
分

f
 
■占 

第
六
號
二 

ね
W:
分
業
が
出
來
中
、分
業
が
出
來
な
か
つ
た
ら
ば
堪
占
は
行
は
れ
難
い
の
で
あ
つ
て

^

0
ご
 

W
占
ビ
は
多
く
の
場
合
に
於
て
一
つ
の
事
の
雨
面
を

.
夫
れ

/ ,
、

別
の
：言
語
を
以
て
言

0
はし 

た
も
の
に
外
な
ら
ざ
る
が
勿
し
、分
業
が
社
會

0
發
達
の
一
大
要

:#
ミ
し
て
取
扱
は
る
、
な
ら 

ば
専
占
も
亦
ソ
レ
ビ
同
じ
：く
社
會
の
發
達
の
嬰
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で
あ
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云

は
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の
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に
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玆
に
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の
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題
を

^
げ
て
歷
史
的
に
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究
を
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み
ん
ご
す
る
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で
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る
。

分
業
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我
令
日
本
：國民
の
祖
先
が
い
ビ

.
古
き
神
代
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明
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に
行
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つ
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つ
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記
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に
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の
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の
一
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ら
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ぎ
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命
は
攒
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の

W

業.
で
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つ
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ビの
：：

事
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な
る

^
^

レ̂
が
我
國
に

於

け

る

職
業

分

け

即

ち
. 

緩
る
.
き
衰
味

^

於
け
る
分
業
の
濫
觴
で
あ
つ
：た
の
で
あ
ら
ぅ
。

,

*
L,

公
け
の
货

«

と

私

の

家
業

「

ど
の
.
間
.に

何_
等
の
.區

別

も

な

く
皆
，
一
つ
に

混
同
し
て
罟

9 

和
名
の
で

あ
る
、公
私
の
：：碑
別
が
判
然
ヒ
分
；化
し
て
公
け

の

官
職

ビ
秘
の
家
業
ど
が

分
か
る
、 

.
様
：に
な
つ
た
の
は

家
族
ょ
ぅ

®

族
に
進
み

a

族
ょ
り
國
家
に

3 1

V
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般
社
會
が 

發
：達
：じ
て
來
た
時
代

0

現
象
，
に
し
て
實
は
比

_

的
近
世
の
硫
別
で
办
る

、メ
ー

ト
ラ
ン
ド

敎
授 

は
：曾
.
て「

我
冷
が

封
蹲

主
義
で

稱
す
る
.も
の

V

眞
.面
目
は
公
法

ミ

私
法
e

の
區
別
を
否
足
す

る 

に
あ
り

」

ご
云
は
れ

た
る
こ
と

ぁ
り
し

が

(Collected 

papers, 

v
o
l
.
I
L

00
6

.

)

询
に

そ

の
通
纟
で
封
離 

時
代
で
す
ら
何

.»
?

ぐ
の

如
く

公
私

の
跖
別
は
全
く
立
た
な
か
つ
た
の
で

あ

る、現
に
德
川
嗪
代 

.
に)

於
；
て.
は
將
軍
及
大
，名
の
家
中
：の
：

9
,は
總
て
公
私
混
亂
で
あ

つ
て

家
老
、年
寄
、
手
代
な
ど
云
へ 

る
；&

自
は
：國
家
の
公
務

:̂
|.
家

0.
秘
事
も

51
ら
れ
區
別
な
く
、
一 

緖
：に
取
扱

a

來

0

た
の
で
あ 

る
が
® '
等
の
無
差
別
は

.
遠
く
古

.
代
：に
溯
れ
，ば

溯

る

々
.浪
同
し
て
ブ
ッ
ト
大
古
に
庚
れ 
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ば
佥
然

I

つ
に
歸
し
：て、公
私
共
に
何
等
の
差
別
を
見
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、故
に
神
代
に
於
て 

は
八
百
离

0

神
々
た
.
ち
皆
各
令
；を

0:
«.

業
：あ
つ
：て
公
畆
の
區
別
な
ど
は

j

切
之
れ
な
ぐ

、

各
令 

を

の
：特
殊
の
仕

.
事
を
擔
：
« :
じ
て
：經
營
し

'居
：ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ぅ
す
姐
は
る
。

.

1

體
今

日
'世
俗
に

.職
業
と
*
す
る

乙.ビ
は

廣
：
い

漠
然
た
る
意

義

を
有
す
る

言

葉

で
あ
る
が
、
 

典
の
蹄

職、
業

€

はr

ッ
力
サ

」

と

云

ふ
こ
ビ

に
て
職
も
業
も
可

ど
る

「

ヮ
ザ
し
を
指
す

こ
ビ
で
あ
ら

ぅ
、
 

而
し
て
己

の「

ッ
カ

サ」

ど
云
ふ

も

の

は
’其
の
性
質
上
何
れ
も

«
職
の
も
の
で
、今

B-
の
言

葉
を
以

 

て
解
釋
す
れ
ば
職
務
職
制
：は
.夫

れ
ぐ

，
相
當
の
■權
限
あ
り
て

自

ら

興

の

權
限
を
侵
す
こ
ビ

が 

出
來
な

い
ビ
同
時

に
他
人

の

職
務

內
の

V

に
し
干
渉
す
る

こw

も
許

r
o

れ
な
い
の
で

^

る
、故
に 

職
務

V。

云

a
職
業
ビ
云
ふ
も
皆
〒
ク

スクル丨スィゲ

_

他
的

0
意
義

を
有
す
る

言
葉
で

あつ

て：」

兀
來
は
言
葉

ソ

レ
自
身
が
讲
占
の
意
義
を
合
ん
で
居
つ
た
こ

と
は

歷
■史
の
瞪
明
す
：る
所
で

あ
:る
0

…

.

.

.
,
:'
:

•

:
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■

-
:
:
:
'
:
:

我
.が

日

本

の

歷

史

に

徵

す

れ

ば

家
職
即
ち
家
々
の
職
業
は
何
れ
も
其
、の
ぬ
の
職
業
に
て
ル 

ど
は

1

說
に
は
生
血
の
義
な

6
.ど
云
ひ
、又
注

.

の
省
略

V

A
y
と

も

云

ふ

も

の

あ

れ

ど

も

、：果
田 

寬
氏
は
枪
芥
抄
の
說
を
取
り
、氏
は
內
の
謂

R

て
'

家
の
內
な
，

c
n

と
云
ひ
、左
傅
疏
に
氏
猶
家
也

W

あ
る
ビ
同
一
の
寧
義

な
る

ベ
し
と
述
べ
ら
れ
し
が

(

氏
族
考
卷
上
八
頁
梁
し
て
此
の
說
の
如 

く
な
れ
ば
氏
の
職
業
は
家
職
又
は
內
職
で
あ
っ
て
其
の
家
々
に
傅
へ
た
る
與
寒
な
る

乙

ビ

i
: 

明
か

で
あ
る
、

(

後
世
內
職

S

云
ふ
こ

k

は
本
職
の
暇
を

»

ん
で
私
か
に
營
む
仕
事
を
稱
す
る

Z 

ど
、
な
れ

る

も

元
：來
は
內
職
ビ
は
典
の
家
々
に
傅
へ
た
る
本
職
を
稱
す
る
の
で

あ
る
、

例
へ
ば 

矢
作

漱
、
中
^
¥

4
、ぎ
断
對
、执

^ |
ご
零
紀
_

:
_

駿_

が—

齡
其
他
畫
師
«
師
等
皆

 

一
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の
：

宵
職
に
て
而
か

i

典
：の
廣
々
の

»

業
で
：あ
っ
た
の
：で

)

^

^

族
考
に
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古
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は
氏
令
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^
|
^
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.々
：

定
ま
り
て
世
々
相

織
： -

で
仕
へ
：奉

i

云
々
と
云
っ
て
居
ら
る
、
は
即
ち
そ
の
事
で

あ

る

。

又
品
部

0

民
、道
師
な
ど

.

稱.

へ
：た
る
は
，一
方
ょ
ぅ
見
れ
ば
一
稲
の
平
民
に
し
て
其
の
職
は
銘 

々
の
私
：業
の
樣
な
れ
ど
も
、又
他
の

.1

方
ょ
.
&
恩
^

ば
明
か
に
國
家
の

.
官

；
吏

：
で

：
あ

'
っ
て
、
各

々

典 

の

公

職

を

行

っ

て

居

，っ

た
0

で

あ

る

、品.
部
の
民
は
種
♦
の
技
曝
エ
職
を
以
て
朝
廷
に
使
役
せ 

ら
れ
.
て
：居
.
，った
も

.
の
：
で
.、興
の
實
は
今
日
の
諸
宫
衙
に

M

は
れ
て
居
る
職
工
の
類
で
あ
っ
た
か 

も
知
れ
な
い

.
の
で
あ
る
、昔

.
は
是
等
も
亦

^

職
の
如
き
も
の
で
矢
張
そ
の
象
々
の
禅
業
ビ
し
て
、
 

:
l:
s
せ..
ら
れ
.
て
居

0.

た
：の
、で
あ
：る
、道
师
は

「

ミ
テ〜

シ」

と
訓
み
、道
は
諸
道
即
ち
諸
襲
諸
職
の

® 0 

に
て

^

は
栗
田
氏
の
說

.
で
は
師
匠
の
師
に
は
あ
ら
ず
し
て

「

爲
0

義
な
ぅ

^

云
は
る
、
も
ソ
レ 

笫

十

六

盤

(

七
四
五)

：
：
論

.

.耽
：
'

分
¥

專
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樊
雖
卞 

は如

.
何
.があるべ

'きか、
余の

.

#
にては

’
.師
匠
の
師
に
て

.
も
通
ず
る

‘
^

み
.
な
、ら
ボ
、#

ク

て
W

の 

方

が
_

當

な

る
V

し
: >
:

組

は

る

、
も
、
ソ
-
レ
；は

且

ら

く

、別
問
：題

ど

な

し

、兎

^

:
角
.填

師

は

餹

道

の
.

上
手
■ブる
美
ぁ
に
し
て
其
の
道

{
K
の
技

®)

の
黑
人
と
云
ふ
こ
と
で
あ
ら
ぅ
、例
へ
ば
刀
研
ぎ
を

.
.
.

 

.

.

.

. 
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.

.

.
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»

 >

报
；®
ビ
云.
a
、鹽
塗
を
塗
'師
ミ
云

：ふ
の
類
な
る
ベ
し
、今
日
現
に
細
工
：肺
、鑄
掛
師
、表
具
師
、

®

®
師
、
 

受
«
師
、相
場
師
、现
：髮
師
、

.
寫
眞
師
等
：多
く
師

0 °
:名
稱
を
存
す
る
は
古
の

「

道.
の
肺

」

ょ
ぅ
出
た
る
邊 

稱
：に
：
し
で
"其

の

當

睁

は

ー

補

の
.̂
名
で
あ
つ
た
の
：で
あ
る
。

:

■又
：省

は

，
刀

鍛

冶

、
若
：

.
く
.
は
鏡
エ

#

]:
:何
の
守
何
の
椽

W
;

號
す
る
も
の
：あ
り
、又

「

梁
子
屋
、白
份
屋
、
 

咐
子
の
，粉
屋
、紅
屋
等
に
も
往
々

I
斯
る
名
稱
を
付
し
、

(

菓
子
尾
の
*
家
に
は
今
に
何
々
大
椽
な
ど 

»

す
.
る
も
の
あ
り

_

爾
璃
語
り
、其

.他
の
藝
人
に

.
播
磨
:大
夫
、攝

_

大
％
等
の

.
官
名
を
稱
し
、又
遊
、
 

女

.0

本
子

)

に
も
大
夫
を

^

す
.
る
も
の
：少

-5

か
ら
.す
、(

朝
鮮
に
は
合
併
當
時
_ま
で
官
妓
な
る
も
の 

あ
i

是
れ
は
段
々

.後
诹
に

な

つ
I

の
刺
度
、
®

廢
紊
亂
し
て
王
家
、

«

家
*
 

_

の
®

紳
家
^
く 

は
：縣
府
の

\

宫
班

(京
#
;

所
司
代
の
如
き
も
の

)

_

が
：私
に
其
の
緣
故
に
依
り
教
く
は
相
當
の
手
數 

刺
を
徵

.し
て
右
節
の
如

:&

古
：5
,
官
名
を
濫
授
し

/2

る

に

過

ぎ

ざ

る

も

ジ

レ

で

も

猶

楚

等

の

も

，一
 

^

，■
^

失
^

そ
の
家
々
の
姆
稱
で
办
つ
て
、他
人
は

.
獵
り
に
之
を
稱
號
す
る
乙
能
は

v

自
ら

W

占
’の
意
義
を

含

ん
で
居
っ

.
た
の
で
あ

る、故
に
喜
出
川
季
莊
ネ
其
の

.
著「

守
貞
漫
稿

」 (

本
®
は
天
保 

嘉
永
，年
間
の
著
作

な

れ
ど
.
も
近
年
'國
學
院
大
學
に
於
て
は
近
世
風
俗
志
ビ
改
稱
し
て
出

版
す

) 

に

於
て

「

是
は
：
®

紳
家
許
を
得
て
如

」

此
也
故
に

« :
人
あ
る
こ
と
な
く
一

 

時 

一
ニ

人
也

」
^

々
 

と
述

ベ、大
失
な
ど
稱
へ
た
る
も
の
は
其
の
數
頗
ぶ

る

多

く
、
段

令

後
世

に
な
り

て
は
遂

に何
'
 

人 

X 
h
y
s
准
許

^
«
,

く
し
て
、肆
ネ
、
に
之
を
稱
す
る
こ

w

.V
な

.

c
v

た
る
も
、元
來
は

公
け

の
営
稱 

で
あ

つ
て，
佘

が
所
謂
廣

き

意
敗
に
於

け
る

«
占
の
性
質
を
有
し
て
居
つ
た

z
€

は
疑
ふ
可
ら 

V
&

る
事
，
實
で
あ

ら
ぅ
。：

.:

他
古

民
如
の
總
て
の
職
業

(

諸
道
の
こ

.
ビ)

が
官

*

に
®

す
る

W
占
的
の

も
の
な
ぅ
し

こ
ビ
は 

ft
♦た
我
が

日
本
に
.限
り
た
る

こ
ビ
に
ぁ
ら
す

、支那
に
於
け
る
周
官
の

' 職
制
を

.
見
れ
ば
»
の事 

泡
に

明
a
に

し

て

一

點

の

疑

‘を

存

す

るの
餘
地
な

「

き
^
如

し
、
周
宫

な
る
も
の
、か

現
#
の
如
き 

秧
序
弁
然
た

る
形
式
の

も
の

ビ
し
て

.古

代

に
實
行

^
れ
た
る
も
の
な
る
や

^
又
典

の
作
者

(

王 

制
を
制
作
し
た

る
人)

が
周
公
に
‘あ
ら
ず
し
て
漢
儒
の
僞
作
若

く
は

變
造
に
出
で
た
る
も
の
な 

る
や

}f2

は

余
の
如
き
も
の
知
る
所
に

あ

ら
ざ

る
も
、支那
の
太
古
に
於
て
蔸
存
の
民
業
が
多 

ぐ
國
家
の
公
職
で

ぁ
つ

て
、矢
張
日
本
：

の.
普g

ビ
犬

®

f

た
る
こ

幺
な
か
り
た
こ
ご
は
間

官 

::

:

德
‘
-

Hハ

卷

(

七
祖
七)

.

論

：
說

分

梁

'?J.

奪
^

:
:

:

丨
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六
號 

七



:'
第
十
六
餘

(

七因.
八y

論
：
敗
.
:
.分粱
4

占

...

:
'

第

六

號

‘

』

を
一
讀
す
れ
ば
略
々
推
定

.

し
得
ら
る
く
の
で

.

あ
る
、即
ち
周
宫
即
ち
王
刺
の
作
漭
は
何
人
で
あ 

つ
て
も
そ
の
內
容
の
大
部
分
は
其
の
作
者
が
：酸
腦
ょ

b

案
出
し
た
る
空
想
に
あ
ら
す
し
て
、實 

際

に
行
は
.れ
た
る
事
實
に

»

き
た
る
も
の
な
る
こ
と
は
恐
ら
く
は
何
人
も
否
認
し
得
ざ
る
所 

な
る
;.

べ
し
と
思
は
る
、勿

.

：論：社
會
の
進
步

.

に
.

從
ひ
謎
職
分
化
の
手
續
の
行
は
る
、
に
至
つ
て
は 

國

象

は

唯

々

其

の

民

寒

ヒ

；歡
.

督

す

る

に

止

つ

，て
、
一

家

の

私

事

と

國

.家

の

公

務

と

の

間

に

段

冷
 

r

名
を
生
ず
る
こ
と
、
な
り
た
る
も
、周
の
官
制
を
見
れ
ば
そ
の
當
時
に

.

於
て
は

M

か
こ 

の
區
另
な

(

し
て
家

*
M
ち
.官
職
で
あ
っ
た
こ
ビ
は
想
像
に
難
か
ら
ざ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
取
く
の
如
き
は
啻
た
日
本
や

.支
那
の
み
で
な
く
、印
度
に
於
て
も
同
じ
事
で
あ
つ
て 

C
a
r
l
B
u
e
h
e
r

は
其
の

.著

:£
業
進
化
論

」

に
於
て
印
度
の
例
を
引
き
陶
器
師
、靴
師
、床
屋
等
が
何
れ 

も
自
分
の
私

fl
私
益
：を
目
的
，ビ

し

た

る

自

由

職

人

に

；あ

ら

す

し

て

11
:
會
の
公
|ぶ
で
あ
つ
々
事 

を
記
述
し
居
る
こ
せ
：は
同
書
を

. 
一
«
し
た

る
も
の

>

記
臆
に
存
す
る
所
な
る
ベ

&
が
、
此

の
观 

に
獄
て
は

 

H
e
n
r
y

 

Maine 

1
1
1
&
以)

等
印

^
 

0
土
地
®
度
に
關
す
る
最
高
威
權
潘
が
皆
旣
に
此
の
事

實

を
認
め

て

居
る
の
で
あ

る、
又
ち
の 

Paul 

Lafargue 

(

力
ー
ル
，マ
ル
ク
ス
の
女
婿

1「

所
有
權
發
達
史

」
に
於
て
夂
狼
印
度
の
事
例
を
引

き『

同
國
の
村
落
自
治
體
に
於
て
は
織
物
，師
、鍛
治
、舞
踏
師
等
は
學
校
敎
師
な

：
ど
ゝ
典
に
皆
典
の 

村
の
£

で
あ
つ
て
住
家
食
料
费
綠
一
切

S

村
の
公
费
ょ
り
支
辨
せ
ら
れ
、又
田
地
を
も
分 

配
：さ
れ
て

ソ

レ
を
村
律
が
耕
作
し
て
や
つ

.

て
居
る

」

云
々

(

英
譯
本
九

'
ニ
M)

ど
記
る
し
て
居
る
が
，
 

勿
論
此
の
通
り
の
事
實
で
あ
つ
た
に
相
琿
あ
る
ま
い
。

.

顧
み
て
歐
洲
の
歷
史
を
瞥
見
す
れ
ば
又

.
中
世
紀
前
後
に
、同
、

j

の
事
實
が
行

：

ば
れ
て
居
：つ
た 

乙
■

と
.
.

は.
明
力
で
あ
る
米

.
國
の

..A
d
am

s  

B
ro

w
n

 .
ど
^

ふ
人
が
曾
て

.

.P
O

H
t

o-a
l.  

sc
ie

r^
e

o
u

a
rte

rl5 r

に
 

揭
げ
：た
る

「

第
四
肽

ff
i

R

於
け

^

エ
業
の

〗

國
家
：管
理

」

ビ
題
す
る
論
文
中
に
左
の
，

|

節
あ
り

、
:.
 

「

四
：世
；紀
に
於
て
は
人

.
間
の
地
位

{職
業)

は
最
¥

自
分
の
，撰
擇
で
ば
定
め

.
：ら
れ
な
く
、生
れ
付
き 

の
身
分
に
依
て
極
め
ら
る
、
の
で
あ
る
、愚
れ
は

«:
會
の
總
て
の
方
面
に
於
て
聞
じ
事
で
め 

つ
た
の
で
あ
る
、セ
ネ

1

タ

ー

の

子

は

父

の

榮

職

を

繼

で

，セ

ネ
1

タ
ー
た
り
、將
渾
の
子
は
將 

M

た
り
、農
家
に
生
れ
た
；者
は
農
民
た
ぅ
、建
築
師
、大
：エ
、鍛
冶
、石

±

、鑄
物
師
，木
挽

•
陶H

、

織
屋
等 

，世
製
の
家
業
と
し
て
同
業
組
合
の
规
範
を
脫
す
る
こ

V

は
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、̂
し 

自
分
の
家
職
を
藥
て

、

逐
電
す
.
る
«
あ
ら
ば
ド
コ
ま
で
も
追
究
搜
索
せ
ら
れ
て
處
則
を
免 

か
る
、
乙
と
は
出

'
來
な
い

•
其

；
の
：
人

々

の

p

業
.は
シ
カ
ソ
ー
定
さ
れ
て
居
つ
て
如
何
な
る
乙 

.
第
十
六
焓
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論

說
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分
業
暮
占
..：

 

： 

i

i
 

- 
o 

1W

 :
あ

:̂ 

€
も
、國
家
は

■

業
な
ど
を
許

'
^
な
か
つ
た

も

の
で
あ
る
云
々

1

ニ
卷
四
九
四
頁

)  

余
0:
記
«

す
る
所
で
は

M
o

f  q
u

ie
u

も
亦
昔
し
諸
職
乘
皆
官
職
で
：あ
つ
た
こ
ど
を
記
述
し
て 

@

ク
た
ょ

ラ

で
あ
る
：が
、ソ
レ
は
：
.
兎

に

南

：諸
：職

に

：：公

私

の

區

別

が

.
立
ず
、家
；職
即
ち
宵
職
、公
務
即 

も
民
業
で
あ
つ
た
時
代
の
あ
つ
た
乙
ど
は
、洋
の
束
西
を
問
は

ず
、例

く

も
同
隨
で
あ
つ
て
、を
の 

i
.,

に
は
家
々
の

:i
i

事
は

&,

々
^

業
で

〗

柿
の
特
權
の
如
き
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
、大

I 

、が
-
■

塗
り
、左
官

.
が
柱
を
立

_
て
搞
.
が
商
店
を
開
ら
き
、商
が
農
業
に
從
银
す
る
が
如
き
は
絕
對 

に
禁
止
せ
ら
れ
て
諸
職

0:
間
に
：は儼
然
た
る
分
業
が
行
：は
る
、
ど
同
時
に
各
々
典
の
家
*
に
 

於
'い
て
は

-
«
占
權
を
有
し
て
他
人
の
韓
爭

«
害：を許

3
な
か
つ
か
の
で
；あ
る

。
\

_

て
ソ
.

コ

で

此

の

職

と

云
.
ふ
.字

は

有

職

の

職

に

て「

シ
キ」

_

も

訓

ひ

の

で

あ
’
S

、然

る

に

®

の 

字

は

仏

れ

の

規
1

り
力
式
の
字
を
代
用
す
，
こ
、匕、
な

b

、例
へ
ば
株

*

S

書
く
ベ
き
所
を
朱 

式
な
と
、
使
册
す
る
こ
ビ
、
な
つ
た
の
で
あ
る
、

余

は
.文
字
の

■釋
義
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
、或
は

ff
i
 

式
の
音
通
て
あ
一
る
が

^

く
は
又

®

の
字
の
省
書
な
：る
か
、職
の
宇
の
作
り
の
戠
を
省
肅
し
て
式 

に
略
し
た
か
、古
人
に

斯
る
實
例
む
多
け
れ
ば
或
は
ソ
ン
な
乙

e

か
と
も
考

' 

へ
ら
る

、

が
、̂
に
 

角
颯
ミ
式

V
J

は
同
じ

t

ビ
で
北

H
 M

の

家
々

の
nツ
カ

サ」

に
て

W
占
的
の
家
業

(

生
產
ビ
云
ひ
職

寒
.
ビ
：云
ふ
皆
同
一

.
意
_

の
言
葉
で
あ
る

)

を
指
し
た
る
も
の
で
あ
ら
う

:

:

又
# :
{
•■
<

■
ら
ぃ

)

は
官
職
、家
職
、典

' 0

職
の
定
球
つ

^

。位
置
即
ち

「

ァ
ジ

V

コ
口

」

を
S

ふ
の
で
あ
つ 

てr

く
ら

」

と
は
其
の

「

ァ
ソ
ド
コ
ロ

」

で
®

ま
す

.所」

と
云
ふ
の
で
あ
ら
う
、故
に
單
に

0

^
云
ふ
だ
け 

で
は

.上
下
；の

階

級

の

，意

義

は

な

く

、只
 

人
に
就
て
云
へ
ば
其
の

.
人
の

「

居
ま
す
所
し
を 

指
す

〗

に
：過
ぎ
ざ
る
が

如
し
、夏
山
：雜
談

0
著
：者
小
野
高

.
你
は

「

ぐ

ら

い
そ
は

「

座

®」

の
義
な
办
と
級 

釋

，
し

て

.
居

る
が
、
小

中

村

博

士
も

亦

此

の

義

を

収

つ

て
坐
席
の
事

ビ
：解

釋

せ
ら

る
、例

へ
ば
天
子

®

い

ま

；
す',1

段

高

き

所

を

御

座

(

み

ぐ

ら

)

ど
.
云
ふ
、即

ち

座

居

(

ぐ

ら

£

を

意

味

す

’る

の

は

可

人

も

-
• 

• 

; 

.

.

承.
知
の
：.
こ.

ど
で
あ
ら

.
う
、然
ら
ば

..
，商

：業

，の

座

例

へ

ば

鎌
'
倉
時
代
の
七
瘦
絹
座
、炭
座
、朱
座
、檜
物
座
、
 

千
杂
».

座
、相
物

'座
、
馬

座

始

め

ど

し

、
德
，川

時

代

に

：於

け

る

金

銀

座

.
®,

座
、銅
座
、鹽
座
、酒
座
、檜
物

, 

座
、材
木
座
其
地
あ
ら
ゆ
る
諸
座
：の
座
ビ
は
.'如

 
'何
な
る
.
‘こW

か
ビ
云
へ

.
ば
、ソ
レ
は

■或
る
一
定

0 

人f

一
 

個
人
又
は

'數
人
の
：
8

合)

が.
占
有
し
て
他
人
を
排
除
す
る
席
位
を
云

.
へ
る
：言
葉
で
あ
つ
て
、
 

商
：，品
を

〗

®.

藏
す
る
.
な.
ギ
.
云
'
ふ.
-」

と
1 ;
ば
：_

辦
9
 

の
商
品
な
ど 

を.
貯：：

ふ

：
る

所

を

「

く

ら」

ビ-
云

、
ふ
.
は
：矢
張
り
物
品
の

「

置
き
所

一̂

^

^
で
^

る
»
呼
で
あ
つ

て、倉

.康
，

 

0「

く
らj

は
矢
.
張.
座
商
の
座

':く
同
1じ.
く
位
i
 
KV 
0

原
し
た
る
言
.
葉-
な
' 
る
こ
ど
は
余
の
辨
を
待
た
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十
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一二

.
ざ
る

.
所
で

あ

ら
ぅ
、鄭
占
權

を

有
す

.る

.駔
合
員
の
權
利
即
ち

株
式
を

座
席
の
意
に
稱
呼
す

る
こ 

ビ
は
歐
洲
中
世
紀
の
ギ
ル
：ド

龃

合

璘 

し
た
る

择
實
に
徵 

し
て

も

明
.白

で

あ
る
、專
ー
占
の
權

を

座
ビ
云
ふ

は

座
は
或
る
潘
が
旣

に

之
に
占
據

す
る

ビ

き
は 

甞
然
他
人
は

^

の
場
所
に
占
據
：

す
る
こ
ビ
能
は
ざ
る
の
意

に
て
、即
ち

E
x
c
l
u
s
i
v
e

の
言
葉
で
あ 

る
嫁
に
座
ビ
云
へ
ぱ

.座

；そ

の

：物

に

祺

占0
意
義
を
含
有
す
る
こ
せ
は
勿
論
：の
こ

ビ
で
あ
つ
て
、
 

職
業(

ッ
ヵ

サ
¥

有
す

る
渚
が

一，奪

の

位

即

ち

座

席

を

-w
有
し
て
、を
の
ッ
カ
ナ

に
與

か
る
以
外
：
 

の
も
の

.を

ユ
ク

ス

クV

丨
ド

(
排
除

)

し
た
る

.は
寧
ろ
當
時
の

こ
と
で
あ
つ

て
、
今
日
の
，

,i
r

^

u

b
 

る

者
が
其

職
責

內
の
事
務

^
於
て
，外
間
の

侵

®
を
許
さ

C
る
ビ
同

I 

.の
こ
ど
で

*

る 

>ヒ云
ょ 

ね
ば
な
ら
ぬ
。

*

し
て
然
り
ビ
す
れ
ば
中

#

紀
以
後
に

0

存
し
た

る

座
商
の
.
事
占
べ
制
度

tT

大
古
に
於
け
る 

分
業
の
形
式
を
か
た
ち
づ
く
る

r

氏
の
職
業

」

の
遺
俗
に
し
て
、座
茬

く
；は

：：

ギ
ル
ド
そ

の
も
の
に
時 

有
の
も
の
で
も
何
で
も
な
い

Q
,

で
あ

る
、
座
は
位
で
，

あ
る
、

位
'は
職
業

(

ッ
：
カ
サ

)

の「

ァ

ソ

ド
コ
ロ

」

で
 

あ
つ
て

^
々
に

之
を
分
掌
し
て
、他
人
を
エ
ク
ス

ク•ル

ー
ド
す
る
こ

ビ
な
れ

ば
、分
業
ビ

W

占
ビ 

が
是
等
の
ア
ラ
ュ
ル
制
度
を
解
決
す
る
の
鐵
鑰
で
あ
る
、字
典
に

)®
0

の
字
を
解
し
て
ワ
力
ツ

「

分」

也
、
モ
ッ

.\

ラ(

S

也
、ク

ラ：
ヒ(

品
秧

)

也

く
あ
る
、

即
ち

分
業
、禅
占
、

位
、
座
ど
ビ
云 

の

職
業)

に

關
聯
す
る
言
葉
な
れ
ば
：職
の
字
の
史
，.的

0
:意
義
が
明
_
に
わ 

問
題

の
大
部
分
は
自
ら
解
決
す
る
で
：あ
ら
う
。

第十六
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七五
3
>

論

就
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分
¥
:
專
占

か ふ  

つ こit Z 
な は  

ら 皆  

ば 家  

此 職  

の 民

第i

パ
號


